
○安芸市防災行政無線戸別受信機貸与規則 

平成26年3月24日 

規則第13号 

（目的） 

第1条 この規則は、本市が開設する防災行政無線局から放送する災害情報及び行政情報を

伝達するため、安芸市防災行政無線戸別受信機（以下「受信機」という。）を貸与するこ

とについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（貸与の対象者） 

第2条 貸与の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次に掲げる者とする。 

(1) 市内に住所を有する個人 

(2) 市内に存する社会福祉施設、学校、医療施設その他の防災上の配慮を要する者が利

用する施設（以下「対象施設」という。）の代表者 

(3) その他市長が特に必要と認める者 

2 設置台数は、前項第1号に規定する対象者の属する世帯又は対象施設につき1台を原則と

する。 

（貸与の申請） 

第3条 受信機の貸与を受けようとする対象者は、安芸市防災行政無線戸別受信機貸与申請

書（様式第1号）を市長に提出しなければならない。 

（貸与の決定） 

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受信

機の貸与の可否を決定し、適当と認めたときは安芸市防災行政無線戸別受信機貸与決定通

知書（様式第2号）により、適当でないと認めたときは安芸市防災行政無線戸別受信機貸

与却下通知書（様式第3号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

（対象者の選考） 

第5条 前条の決定にあたり、貸与の申請があった受信機の数が貸与を行える受信機の数を

超える場合は、災害時の避難行動における受信機が必要な度合を考慮し決定する。 

（受信機の貸与） 

第6条 市長は、貸与の決定を受けた者（以下「使用者」という。）に対して受信機を無償

で貸与するものとする。 

2 市長は、前項の規定による受信機を貸与したときは、安芸市防災行政無線戸別受信機管

理台帳にこれを登録するものとする。 



3 使用者は、当該受信機について善良な管理を行わなければならない。 

4 使用者は、受信機について、故障又は破損が生じた場合は、速やかに市長にその状況を

報告し、指示に従わなければならない。 

（借用書の提出） 

第7条 使用者は、受信機の貸与を受けるときは、安芸市防災行政無線戸別受信機借用書（様

式第4号）を市長に提出しなければならない。 

（変更届） 

第8条 使用者は、転居等により受信機の設置場所を変更しようとするときは、変更の理由

が生じた日から30日以内に、安芸市防災行政無線戸別受信機設置場所変更届（様式第5号）

を市長に提出しなければならない。 

（受信機の返還） 

第9条 使用者は、転出等により受信機を設置する必要がなくなったときは、安芸市防災行

政無線戸別受信機貸与廃止届（様式第6号）を市長に提出し、直ちに受信機を返還しなけ

ればならない。 

2 受信機の撤去に伴う家屋の原状回復については、使用者の負担とする。 

（経費の負担） 

第10条 受信機の設置に要する経費は、市の負担とする。 

2 受信機の日常の使用、維持管理及び使用者の都合による移設に要する経費は、使用者の

負担とする。 

3 使用者は、故意又は重大な過失により受信機を滅失し、又は故障若しくは破損したとき

は、修理等に要した費用を負担しなければならない。ただし、市長がこれによりがたいと

認めたときは、この限りでない。 

（受信機の譲渡等の禁止） 

第11条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。 

（貸与の取消し） 

第12条 市長は、使用者がこの規則に違反して受信機を使用し、又は貸与することが不適

当と認めるときは、貸与を取り消すものとする。 

2 前項の規定により、貸与を取り消された使用者は、直ちに受信機を返還しなければなら

ない。 

（雑則） 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則（平成28年3月31日規則第23号） 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則（平成31年4月1日規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和4年3月31日規則第22号） 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則（令和6年3月21日規則第10号） 

この規則は、令和6年4月1日から施行する。 


